
○新旧対照表（業務請負契約条項からの抜粋）

＜旧＞ ＜新＞

（第三者等損害負担）

第16条 乙は、この契約の履行に関して第三者に身体的又は財産的損害を与えた場合は、これにより生じた
損害賠償の責めを負う。

２ 乙は、この契約の履行に関して甲に損害を与えた場合であって、他の条項の規定により損害が補填されな
い時は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が、甲の責めに帰すべき事由に基づく場合
は、この限りでない。

（損害賠償責任）
第17条 乙は、この契約の履行に関して甲に損害を与えた場合であって、他の条項の規定により損害が補填
されない時は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が、乙の責めに帰することができない
事由によるものであるときは､この限りでない。

２ 乙は、この契約の履行に関して第三者に身体的又は財産的損害を与えた場合は、これにより生じた損害
賠償の責めを負わなければならない。

（削る）

（新設）

（契約不適合責任）
第21条 乙が第18条第２項に規定する検査において合格した作業につき、種類、品質又は数量に関して契約
の内容に対する不適合（以下「契約不適合」という。）が認められる場合において、甲が、検査合格の日から１
年以内にその旨を乙に通知したときは、甲は契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の
請求、損害賠償の請求又は契約の全部若しくは一部を解除することができる。

２ 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない
ときは、甲は、乙に対し、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。
ただし、次の各号に掲げる場合は、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求し、又は契約
を解除することができる。この場合において、甲の乙に対する損害賠償の請求はこれを妨げない。
（1）履行の追完が不能であるとき。
（2）乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
（3）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をし
た目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

（4）前三号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかで
あるとき。

第３項及び第４項（省略）

（甲の契約解除権）
第23条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

（1）正当な事由がなく、乙が作業等を実施すべき時期を過ぎても実施しないとき。
（2）乙の責めに帰すべき事由により、毎月の期日又はそれに相当する期日までに業務を完了する見込みが
ないと甲が認めたとき。

第１項各号（省略）、第２項～第６項（省略）

（甲の契約解除権）
第25条 甲は、第21条第１項から第３項まで、第32条第７項及び第８項並びに第33条第１項及び第２項に定め
る場合のほか、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
（1）正当な事由がなく、乙が作業等を実施すべき時期を過ぎても実施しないとき。
（2）毎月の期日又はそれに相当する期日までに業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。ただし、甲
の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。

第１項各号（省略）、第２項～第６項（省略）

【下線部分は民法改正に伴う主な改正部分】
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